
専門用語を使わずに、平易な言葉

で、部落問題のそもそもを説明。

部落問題解決の到達点や「部落差

別解消推進法」について、行政のデー

タや資料を豊富に引用。

本書で示した「そもそも論」や客

観的なデータは部落問題の解決に確

信が持てるものです。

ご注文・問合せ 大阪教育文化センター kyoubun@minos.ocn.ne.jp
〒543-0021 大阪市天王寺区東高津町7-11 大阪府教育会館706号室東

TEL 06-6768-5773 FAX 06-6768-2527
必要事項をご記入の上、メール・ＦＡＸでお申し込みください。郵便振込用紙を同梱しますので、書籍

到着後、10日以内に払い込みをお願いいたします。送料は別途ご負担願います。

ご注文書

部落問題の解決
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お名前（担当者名） 団体名

お届け先 〒

ＴＥＬ ＦＡＸ

部落問題の解決
データが示す ｢部落｣？ そんなものはない

部落差別解消推進法は特別対策復活の根拠にはならない

府も法務省も 新たな差別を生む「人や地域を特定した調査はしない」
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書店では販売していません。

本の内容
はじめに

第１部 部落問題とは その解決とは

１．部落問題とは何か

２．部落問題の解決とは何か

３．部落差別は根拠のない差別

垣根をとりはらうことで解決

４．部落の歴史 起源を考える

第２部 大阪府人権局の調査が明らかにしたもの

１．対象地域の人口減と構成の変化

２．対象地域は多様、ひとくくりにできない

３．課題が集中している地域は対象地域以外にもある

４．対象地域で見られる課題は、必ずしも全てが

部落差別の結果と捉えることはできない

５．人や地域を特定した調査はできない

第３部 部落差別解消推進法のトリセツ

１．部落差別解消推進法成立への経緯

２．条文の検討

３．附帯決議は部落差別解消の姿勢を問う試金石

歴史の到達点はゆるぎない

第４部 「新たな差別」を許さない

１．部落差別解消推進法は

特別対策復活の根拠にはならない

２．部落問題解決の到達点を踏まえよう

３．新しい差別との闘い

第５部 資料

大阪府人権局『旧同和対策事業対象地域の課題について』

法務省（依命通知）「法務省権調第123号」

部落差別解消推進法・附帯決議
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